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Ⅰ 策定趣旨 

   建設産業においては、労働者の高齢化や若年労働者の不足が進んでおり、このままでは、将来

にわたる社会資本の整備や維持管理、品質確保、防災・減災対策などに支障が生じることが懸念

されており、産学官が共通認識のもと、一体となって、特に若年の人材の確保や育成、その定着

に向け、より効果的な対策を講じていくことが必要となっている。 
このため、平成２７年度に学識経験者、建設産業団体、教育・職業訓練機関、行政機関の代表

者で構成する「香川県建設産業人材確保・育成検討会」を設置し、平成２８年３月に本県におけ

る建設産業の人材の確保・育成に向けた取組みを指針として取りまとめ、この指針に基づき、建

設産業団体、教育・職業訓練機関、行政機関などの関係機関は、連携を図りながらそれぞれの役

割を担ってきたところである。 
取組指針策定から４年が経過したが、建設産業が抱える労働者の高齢化や若年労働者の不足

については、現状においても依然として解消されておらず、今般、現状を踏まえて、建設産業の

人材の確保・育成に向けたより効果的な指針とすべく見直しを図るものである。 
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Ⅱ 現状と課題 

○ 建設業界は、建設投資の減少や競争の激化がダンピング受注等を招き、建設業者の疲弊や下

請企業へのしわ寄せ等も相まって、現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少が顕著と

なり、将来における担い手が不足することが懸念される状況となっている。 
 

○ 本県においても、国の統計によると、建設業従事者は平成８年をピークに減少傾向にあり、 
平成２８年までに、４０．６％減少（前回策定時、２４年までは３８．８％の減少）している。

特に若年層（２９歳以下）は、平成１９年から平成２９年までの１０年間で３４．３％減少（同

２４年までの５年間は３８．８％減少でわずかに持ち直し）と、全国の減少率２５．６％を上

回っている。また、本県建設業就業者のうち、５５歳以上の占める割合は、１０年間で３２．３％

から３６．０％と３．７ポイント増えており（同２４年までの５年間は３６．４％でわずかに

減少）、全国の２．２ポイント増を上回っており、就業者の高齢化が進んでいる。 
 
   県内の従業者数の推移（昭和 61 年～平成 28 年） 

（総務省統計局「事業所・企業統計」平成 24 年から「経済センサス」（全数調査）） 

    
   

建設業の年齢別割合 
（総務省統計局「就業構造基本調査」（標本調査）） 

    
 

○ 厚生労働省が実施した全国の平成２９年３月新規学卒者の離職状況調査によると、建設業 
に就職した高校卒業生のうち、４５．８％が３年以内に離職（新規学卒後に就職した事業所を 
退職）しており、全産業の平均３９．５％に比べて高い率となっている（前回策定時、２４年 
３月新規学卒者の離職状況は、建設業５０．０％に対し、全産業の平均は４０．０％と、全般 
的にやや改善傾向にある）。 

従業者数 S61 H3 H8 H13 H18 H24 H28

全産業 454,192 489,876 517,224 486,512 463,855 426,402 429,167

建設業 43,026 47,350 52,884 44,985 37,714 32,360 31,396

構成比 9.5% 9.7% 10.2% 9.2% 8.1% 7.6% 7.3%

建設業 全産業 建設業 全産業

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 人数

55歳以上 15,000 32.3% 163,500 32.3% 14,000 36.0% 163,800 33.3% ▲ 1,000 300 -6.7% 0.2%

30歳～54歳 24,700 53.2% 260,400 51.4% 20,500 52.7% 258,300 52.6% ▲ 4,200 ▲ 2,100 -17.0% -0.8%

29歳以下 6,700 14.4% 82,400 16.3% 4,400 11.3% 69,100 14.1% ▲ 2,300 ▲ 13,300 -34.3% -16.1%

計 46,400 100.0% 506,300 100.0% 38,900 100.0% 491,200 100.0% ▲ 7,500 ▲ 15,100 -16.2% -3.0%

55歳以上 1,796,700 32.8% 18,944,100 28.7% 1,713,400 35.0% 19,970,800 30.2% ▲ 83,300 1,026,700 -4.6% 5.4%

30歳～54歳 2,953,800 54.0% 34,775,500 52.7% 2,650,700 54.1% 35,576,400 53.7% ▲ 303,100 800,900 -10.3% 2.3%

29歳以下 720,000 13.2% 12,257,900 18.6% 535,700 10.9% 10,665,800 16.1% ▲ 184,300 ▲ 1,592,100 -25.6% -13.0%

計 5,470,500 100.0% 65,977,500 100.0% 4,899,800 100.0% 66,213,000 100.0% ▲ 570,700 235,500 -10.4% 0.4%

香川県

全国

H19 H29 増減 減少率

区分
建設業 全産業 建設業 全産業
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  ○ 令和２年６月に県内の工業高校の生徒を対象に実施した「建設産業に対する意識調査」にお 
いて、前回平成２７年度に行った調査と同じく、多くの学生が「地域社会や人の役に立てる」、 
「ものづくりの喜びや達成感が味わえる」といった建設産業の魅力を感じているものの、その 
一方で、「仕事がきつそう」、「休みがなさそう」といったマイナスイメージを持っているとい 
った結果が出ている。 

 
○ 同様に、令和２年６月に県内建設業者を対象に実施したアンケート調査において、人材確保 
や育成のために必要な項目として、前回平成２７年度に行った調査と同じく、「賃金の引上」、 
「休暇制度等の労働環境の改善」、「建設産業のイメージアップ」、「資格取得に対する支援」 
などが上位を占めており、これらに関する対策が引き続き必要であると考えられる。 
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Ⅲ 見直しの方針 

 Ⅰ策定趣旨、Ⅱ現状と課題を踏まえ、見直しの方針を次のとおりとする。 

 

（１）これまでの取組みの継続と拡充 

   各関係機関による様々な取組みを行ってきたが、依然として建設産業が抱える課題は解消さ

れていないことから、従来実施してきた取組みを継続するとともに、現状に応じて拡充すること

により建設産業を取り巻く社会情勢の変化に応じた対応を図る必要がある。 

 

（２）法改正への対応 

   平成２８年３月に「建設産業における人材の確保・育成に向けた取組指針」をとりまとめてお

り、その後、働き方改革関連法案の成立、建設産業においては働き方改革を進め、将来の担い手

を確保するため、公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律（「新・担い手３法」）が改正された。また、建設キャリアアップシ

ステム等の新しい制度も導入されており、これらに対応する必要がある。 

 

（３）新しい取組みの実施 

   建設産業の就業者数を増やすため入職者確保（女性、外国人材、高齢者）により一層取り組む

とともに、「新・担い手３法」の重要項目に位置付けられている「生産性の向上」では、特に中

小の建設業者において情報通信技術の導入が進んでいない現状があることから、これらに対応

する必要がある。 
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Ⅳ 基本体系 

 
 

    
  
 

           
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．建設労働者の処遇改善 
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３．建設産業への理解や関心の向上 

４．将来を見通すことができる環境整備 

２．建設労働者の労働環境の整備 

５．職業訓練の充実・活用の促進 

６．社内教育の促進 

７．資格取得等キャリア形成の促進 

建設産業の持続的な発展に必要な若手等の人材を確保・育成し、その定着を図る 
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Ⅴ 人材確保・育成に向けた取組項目 

建設産業団体、教育・職業訓練機関、行政機関の関係機関は、建設産業の持続的な発展に必要

な若手等の人材を確保・育成し、その定着を図るため、連携を図りながら、次の事項に取り組む

こととする。 
 

１ 若手等の人材確保                                    

 （１）建設労働者の処遇改善 

①  適正な賃金水準の確保 

     賃金水準は人材の確保・定着における重要な要素の一つとなることから、発注者は、実勢

を反映した適切な公共工事設計労務単価の設定・採用や、実勢価格を用いた予定価格の設定

に取り組むとともに、受注者は、適切な下請契約を締結するなど、建設労働者への適切な賃

金水準の確保に取り組む。 
 

② 社会保険等加入の徹底 

       建設産業における社会保険等の未加入は、他の産業よりも多くなっており、被雇用者の

処遇低下による若年入職者が減少する一因や、建設業の健全な発展を妨げる要因となっ

ている。建設業法の改正に伴い、令和２年１０月から社会保険等の加入が建設業許可の要

件とされたことから、建設業法に基づき適正な執行を行う。 
       

③ ダンピング対策の強化 

     いわゆるダンピング受注は、工事の手抜きや下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する

者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながり、ひいては建設業の若年

入職者減少の原因となることから、発生状況を見据えながら、ダンピング対策を講じる。 
 

④ 週休２日制等休暇制度の充実 

     若年者が建設業に入職・定着しない要因の一つとして、「休日の少なさ」が挙げられてい

るなかで、週休２日制モデル工事の試行などにより、少しずつ週休２日が普及しているが、

週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期の設定や現場での工程管理の徹

底などにより、休暇制度の充実に取り組む。 
 

⑤ 働き方改革の推進 新 規 

  国を挙げて全産業で取り組んでいる「働き方改革」については、建設産業でも積極的に取

り入れることが人材確保において必須となっている。「働き方改革」全般について、建設業

者に対する啓発活動を行うとともに、支援窓口や専門家による助言の活用を促すこと等によ

り、「建設産業の働き方改革」を推進する。 
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（２）建設労働者の労働環境の整備 

① 現場の安全管理の推進（感染症対策を含む） 

     建設産業は、他産業に比べ、作業環境や作業方法の特性から危険を伴うことが多く、安全

管理の向上は重要な課題であることから、現場の安全管理に対する理解と対策をより一層

推進する。 
 

② 省力化・効率化等の推進 

     作業時間の短縮や休日の確保、安全性の向上等、現場の労働条件の改善につなげるため、

現場作業の標準化や省力化、効率化を推進することにより、生産性の向上を図る。 
 

③ 女性が働きやすい労働環境の整備 

     女性活躍推進法が令和元年５月に改正され、女性のより一層の活躍が求められていると

ころであり、建設産業に入職する女性を増やし、その定着を図るため、ソフト・ハードの両

面から女性が働きやすい労働環境の整備に取り組む。 
 

④ 多様な人材の確保 新 規 

     慢性的な人材不足を解消するためには、外国人材の活用や、年齢にこだわらない人材の確

保のための環境整備が必要である。外国人材の受け入れでは、相談窓口の設置・運営を行う

とともに、年齢制限を広げた人材確保の面では、建設産業での経験がない転職者に向けた支

援を行うことを検討する。 
 

（３）建設産業への理解や関心の向上 

①  イメージアップの推進 

     建設産業は、「仕事がきつそう」などのマイナスイメージにより、建設産業への若年者の

入職が進んでいない現状があるが、地域の暮らしの安全・安心を支える「守り手」である建

設産業の魅力発信やイメージアップに向けた取組みを、若年者に身近なインターネット、デ

ジタル情報、SNS を活用するなど多様な手段で建設産業団体と行政機関が一丸となって推

進する。 
 
   ② 建設現場を体験する機会等の拡充 

     「ものづくりの喜びや達成感が味わえる」といった建設業の魅力について、より一層幅広

い年代に知ってもらうため、入職前の高校生だけでなく、小中学生やその保護者等を対象

に、実際の建設現場の体験や見学会などを実施し、建設業に対する理解や関心を高める機会

等を一層拡充する。 
 

③ 教育機関による情報発信の充実 

     生徒と直接接する教員からの情報が、就職先を決定する際に大きな役割を占めているこ
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とから、高校生に対する地元企業の学校内企業説明会や進路指導講演会を開催する等教育

機関による情報発信の充実に取り組む。 
 

④ 関係機関間の連携の強化 

     建設産業への理解や関心の向上を図るため、必要な情報の収集や発信等を協力して行う

とともに、共通の課題への対応や各種施策の推進などについて、関係機関間の連携を強化す

る。 
 

⑤ 女性の活躍の促進 

     前述（２）③「女性が働きやすい労働環境の整備」とともに、女性の採用や登用に積極的

に取り組むとともに、女性が活躍する姿を発信することなどにより、建設産業における女性

の活躍を促進する。 
 

（４）将来を見通すことができる環境整備 

① 短期・中長期の公共事業見通しの確保 

    建設業界が将来における仕事量の減少への不安を払拭し、そこで働く労働者も将来に見

通しを持てることが必要であることから、発注者は、短期的には、随時、発注見通しの公表

を行うとともに、中長期的な計画を策定し、これに基づく進捗管理を行う。 
 

② 公共事業の安定的・継続的確保 

     建設業界の安定的な経営のため、発注者は、年間を通じた発注や施工時期の平準化に取り

組むとともに、中長期的な公共事業量の安定的・継続的確保に努める。 
 

③ 担い手確保の促進に向けた入札・契約制度の改善 

     将来の建設産業の担い手確保を促進するため、発注者は、効果的な入札・契約制度の改善

に取り組む。 
 

④ 生産性の向上 新 規 

担い手不足に対応するためには、建設産業における生産性の向上は不可欠である。国土交

通省においては建設現場の生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指して i-Construction
（アイ・コンストラクション）をすすめており、県においては ICT 施工技術を活用する ICT
活用工事の試行を行っている。ICT の活用事例について情報提供等を行い、建設現場におけ

る生産性向上を支援する。 
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 ２ 若手等の人材育成                                       

 （１）職業訓練の充実・活用の促進 

① 教育・訓練機能等の見直し 

     地域の実情や建設産業におけるニーズを把握し、職業訓練を効果的・効率的に行えるよ

う、教育・訓練機能等の見直しを行う。 
 

② 建設産業と他機関との連携強化 

     より実践的で効果的な人材育成を推進するため、建設業界・建設業者と教育機関・訓練機

関間での情報交換や共同での訓練の実施などの連携を強化する。 
 

③ 個別企業の枠を超えた共同訓練の実施 

     県内建設業の大部分は中小事業者であり、個別企業による教育訓練の実施が困難なこと

から、公共職業能力開発施設や教育機関内施設等を活用し、個別企業の枠を超えた共同訓練

等、人材育成の取組みを促進、支援する。 
 

（２）社内教育の促進 

① 安全教育への支援 

     建設労働者が工事を安全かつ安心して施工できる職場づくりは、重要な課題であること

から、若年者を中心とした経験が十分でない労働者に対して、社内教育や研修会等を通じた

効果的な安全教育を実施する事業者の取組みを促進、支援する。 
 

② ＯＪＴへの支援 

     建設就業者の高齢化が進む中、若年者への技術・技能の継承を行うためには、日々の業務

を通じた人材育成が有効であることから、ＯＪＴにより人材育成を図ろうとする事業者の

取組みを促進、支援する。 
 

③ 新規入職者等への職業教育の支援 

     新規入職者等に対して、研修などを通じて職業教育を実施することにより、新規入職者等

が職業人としての基礎知識を身に着けるとともに、社会人として自覚を持ち、一層の成長を

目指す意識を養うことで、定着につなげようとする事業者の取組みを促進、支援する。 
 

（３）資格取得等キャリア形成の促進 

① 資格取得への支援 

     個人の主体的なキャリア形成を支援することにより、インセンティブを高め、そのことを

「見える化」することが、若年労働者の離職を防止し、定着につながることから、建設労働

者の資格取得等の取組みを促進、支援する。 
 



    

10 
 

② 技術者等への顕彰の実施 

     若年の優れた技術者や技能者を広く顕彰することにより、建設産業に携わる誇りと意欲

を増進させ、一層の能力と資質の向上を図る契機とするため、技術者等への顕彰を実施す

る。 
 

 ③ 建設技能労働者のキャリアアップ 新 規 

「建設キャリアアップシステム」は、平成３１年に運用が開始された技能労働者の処遇改

善のための国土交通省の重要施策の一つであり、建設産業で働く人が適正に評価され、仕事

のやりがいにつながるものとして、制度の周知や導入等の普及に努める。 
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Ⅵ 今後のフォローアップ 

   各関係機関における取組状況等については、今後とも、当検討会の構成団体を中心として、必

要に応じて意見交換を行うなど、毎年度検証を実施し、建設産業における人材確保・育成の推進

につなげる。 



建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

（１） 建設労
働者の
処遇改
善

適正な賃金水
準の確保

継
続
適切な下請契約の締結と
建設労働者の賃金水準の
確保の周知徹底

継
続
請負単価のアップへの取
組み

継
続
公共事業労務費調査に基
づき、実勢を反映した適
切な公共工事設計労務単
価を設定

継
続
実勢を反映した適切な公
共工事設計労務単価の迅
速な採用

継
続
予定価格の抜本的な積算
体系見直しの要望

継
続
継続的な受注の確保への
取組み

継
続
最新単価適用徹底等によ
る適正な予定価格の設定

継
続
主要資材単価を毎月調査
するなど、実勢価格を用
いた予定価格の設定

継
続
あらゆる機会を通じた適
切な賃金水準の確保の要
請

継
続
賃金や物価の変動に対応
するスライド条項の適切
な運用

継
続
業界や市町に対する適切
な賃金水準の確保の要請

社会保険等加
入の徹底

継
続
社会保険加入の徹底 継

続
社会保険加入の徹底 継

続
入札参加資格を社会保険
等加入業者に限定

継
続
入札参加資格を社会保険
等加入業者に限定

継
続
一次下請け企業に対する
下請け契約時の社会保険
加入確認の徹底

継
続
社会保険加入優良企業の
認定制度の実施に向けた
要望

継
続
国土交通省直轄工事にお
ける社会保険加入対策の
強化

拡
充
下請を社会保険等加入業
者に限定

拡
充
建設業退職金共済制度及
び建設共済保険への加入
促進

継
続
国等に対して社会保険未
加入対策の厳正な実施の
要望

継
続
標準見積書の活用推進 継

続
未加入業者の社会保険監
督官庁への通報の徹底

継
続
標準見積書の活用に向け
た取組み

継
続
施工体制台帳での社会保
険加入状況等を明記する
運用の徹底

継
続
標準見積書の活用推進

継
続
社会保険加入推進の強化 継

続
施工体制台帳での社会保
険加入状況等を明記する
運用の徹底

新
規
社会保険の加入を許可要
件化

継
続
建設業退職金共済制度等
の適正な運用の促進

新
規
社会保険の加入を許可要
件化

ダンピング対
策の強化

継
続
低入札に対する罰則強化
の要望、工事量確保の要
望

継
続
低入札価格調査制度等の
未導入団体への導入の要
請

継
続
最低制限価格や低入札価
格調査制度の適切な運用

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

若
手
等
の
人
材
確
保

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。
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建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

（１） 建設労
働者の
処遇改
善

ダンピング対
策の強化

継
続
入札金額の内訳書の提出
の義務化

継
続
実態に応じた低入札対策
の強化の検討

継
続
工事内訳書提出の徹底

週休２日制等
休暇制度の充
実

継
続
週休２日制を前提とした
工期設定の要望

継
続
元下間における適正な工
期設定の要望

継
続
週休２日の確保等による
不稼働日等を踏まえた適
切な工期設定を推進

継
続
建設雇用改善優良事業所
への知事感謝状の授与

継
続
より適正な工期設定の推
進

継
続
雇用改善に係る情報提供 継

続
週休２日制モデル工事を
実施

継
続
「年次有給休暇取得月間
（10月）」の周知・広報

継
続
余裕期間を含めた工期設
定の検討

継
続
（一社）日本建設業連合
会と連携した適正な工期
等に係る相互のフォロー
アップ体制の構築

継
続
週休２日制モデル工事の
試行

＜新規対策＞
働き方改革の
推進

新
規
長時間労働とならない適
正な工期設定、工事施工
の平準化及び工事関係書
類の簡素化の要望

新
規
著しく短い工期による請
負契約の締結を禁止

新
規

長時間労働の是正、人材
確保、安全衛生対策の推
進に向けた支援

新
規
働き方改革を推進するた
めの働き方改革推進アド
バイザーの派遣

新
規
より適正な工期設定の推
進（再掲）

新
規
施工時期の平準化の促進
に向けた取組み

新
規

生産性向上を図りなが
ら、労働時間短縮に取り
組むための助成金の活用
促進（働き方改革推進支
援助成金）

新
規
働き方改革に積極的に取
り組む企業等の自主宣言
（目標）登録及び優良企
業表彰の実施

新
規
著しく短い工期による請
負契約の締結を禁止

新
規
柔軟な働き方の推進や、
職域拡大のための社内労
働環境整備に対する中小
企業等への支援

新
規
週休２日制モデル工事の
試行（再掲）

新
規
施工時期の平準化の促進
に向けた取組み

（２） 建設労
働者の
労働環
境の整
備

現場の安全管
理の推進(感染
症対策を含
む）

継
続
建設業労働災害防止協会
との連携による安全教
育・管理体制の徹底及び
無災害会員に対する顕彰
等

継
続
現場パトロールの定期的
実施の促進

継
続
国土交通省と厚生労働省
が連携した労働災害防止
に関する説明会の実施

継
続

国土交通省と厚生労働省
が連携した労働災害防止
に関する説明会の実施

継
続
「全国労働衛生週間」な
どの労働安全衛生法等の
周知・広報

継
続
工事監察における安全管
理体制の確認等の実施

継
続
立入検査や元下契約にか
かる講習会等の実施によ
る建設業法令遵守ガイド
ラインの周知徹底

継
続

安全パトロール(6月及び7
月1日～7月7日)の実施

継
続
業界団体と連携した現場
パトロールの実施

若
手
等
の
人
材
確
保
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建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

（２） 建設労
働者の
労働環
境の整
備

現場の安全管
理の推進(感染
症対策を含
む）

継
続
下請取引等実態調査によ
り、元下間の安全経費の
負担状況を把握し、立入
検査時に指導

継
続

労働災害防止活動のため
の「全国安全週間」や
「全国労働衛生週間」の
周知広報

新
規
感染症対策の徹底 新

規
建設関係団体を通じた
「新型コロナウイルス感
染症対策」に関する情報
提供

新
規
建設関係団体を通じた
「新型コロナウイルス感
染症対策」に関する情報
提供

省力化・効率
化等の推進

継
続
適正な設計変更及び工期
変更の要望

継
続
新技術・新工法の活用促
進の提案

継
続

新技術・新工法に関する
事業者との共同研究や技
術移転の推進

継
続
ＣＩＭ、情報共有システ
ム等の活用推進

継
続
新技術・新工法の活用の
拡大

継
続
現場中心の工事検査及び
関係書類の厳選、簡素化
等工事検査制度の改善へ
の提案

継
続
三者会議、ワンデーレス
ポンス、設計変更の改善
の推進

継
続
三者会議（発注者、設計
者、施工者が一堂に会し
ての意見交換等）の実施

継
続
「設計変更ガイドライ
ン」による変更手続きの
明確化

継
続
工事関係書類の簡素化・
省力化

新
規
ICT活用工事の試行

新
規
ICT活用工事の普及に向
けた支援

新
規
週休２日制モデル工事の
試行（再掲）

女性が働きや
すい労働環境
の整備

拡
充
女性が働きやすい現場環
境の整備の促進

継
続
女性が働きやすい現場環
境の整備の促進

継
続
直轄工事で男女別のトイ
レ、更衣室等の設置を拡
大

新
規

育児・介護休業法の周知
及び履行確保

拡
充
働き方改革を推進するた
めの働き方改革推進アド
バイザーの派遣（再掲）

新
規
快適トイレ（男女別）設
置の試行

新
規
柔軟な働き方の推進や、
職域拡大のための社内労
働環境整備に対する中小
企業等への支援（再掲）

＜新規対策＞
多様な人材の
確保

新
規
コレワーク四国との連携
で若年層の確保を模索

新
規
外国人労働者の受入れを
検討している企業等から
の相談にワンストップで
対応する外国人労働人材
関係相談窓口の運営

新
規
外国人労働者受け入れに
関する情報提供

新
規
女性が活躍する職場に関
する情報発信

若
手
等
の
人
材
確
保
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建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

建設産
業への
理解や
関心の
向上

イメージアッ
プの推進

継
続
新聞紙上でのイメージ
アップ広告、関係機関と
の連携によるバス見学ツ
アー、建設機械の操作体
験等の実施

継
続

イベント等への女子学生
参画の促進

継
続

香川県建築士会との就職
懇談会の実施

継
続
高校生へのキャリア教育
の充実（産業教育フェア
の開催、出前授業等）

継
続
国土交通省HP「建設現場
へGO！」などを始めとす
る各種メディアを通じた
情報発信の強化

継
続

未充足求人のフォロー
アップや企業説明会・企
業見学会の実施

継
続
合同就職面接会や就職活
動支援セミナー等の開催

拡
充
小中学生を対象とした建
設業の魅力を伝えるパン
フレットの配付

継
続
高等学校等への出前講座
の検討

継
続
高等学校等への出前講座
の検討

継
続

SNSを用いた学生、若手
技術者発イメージアップ
情報発信の取り組み

継
続

四国ブロックポリテック
ビジョン「ものづくり
フェスタ」等イベントの
実施

継
続
地方版ハローワークにお
ける就労支援

継
続
建設業への理解や関心の
向上を図るための各種イ
ベント等の実施

継
続
地域への貢献活動の実施 継

続
（一社）建設産業専門団
体連合会ＨＰ「職人さん
ミュージアム」に活動状
況等を掲載

継
続
建設業の魅力を伝える出
前講座の実施

新
規
ホームページ、SNS関係
機関のリンク、はたらき
かけ

建設現場を体
験する機会等
の拡充

継
続
高校生を対象としたイン
ターンシップの拡大・充
実の検討

継
続
高校生を対象としたイン
ターンシップの拡大・充
実の検討

継
続

ミニインターンシップ
（半日、1日）による建設
現場、設計事務所等の就
業前実体験機会の増大

継
続

就職を意識させるための
企業実習の実施

継
続
高校生へのキャリア教育
の充実（インターンシッ
プ、職場見学会等）

継
続
小中高生や保護者等を対
象とした現場体験会等の
実施

教育機関によ
る情報発信の
充実

継
続
高校生を対象にした地元
企業の学校内企業説明会

継
続
高校生に対する進路指導
講演会の実施

継
続
関係機関との連携による
定時制高校の生徒の雇用
促進（働きながら学ぶた
めの環境整備）

関係機関間の
連携の強化

継
続
「香川県専門工事業担い
手確保・育成推進協議
会」（通称「Ｓkillup協議
会」）による関係機関連
携の促進

継
続

「大学コンソーシアム香
川」を活用した工業系高
校、高専、高等技術学校
等の連携

継
続

指導員の派遣や実習機器
の貸与等、訓練機関間の
連携

継
続

「香川県建設雇用改善推
進対策会議」の開催

継
続
地方版ハローワークにお
ける就労支援（再掲）

継
続
関係機関の連携の促進を
図る仕組みづくりの実施

継
続
予備自衛官採用の検討 継

続
建設人材の確保・育成に
関するポータルサイトの
設置・運営

女性の活躍の
促進

継
続
女性技術者が活躍できる
環境づくりへの要望

継
続

学生時代から女子学生
サークルを組織し、卒業
後もOGネットワークとし
て支え合う枠組みの構築

拡
充
「女性の定着促進に向け
た建設産業行動計画」等
に基づく、総合的な施策
の推進

新
規

女性活躍推進法に基づく
行動計画策定指針の推進

継
続
女性の職域拡大、登用等
に積極的に取り組む企業
等の自主宣言（目標）登
録及び優良企業表彰の実
施

継
続
総合評価方式（企業評価
型）における「若年・女
性技術者育成型」での評
価

若
手
等
の
人
材
確
保

（３）
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建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

（３） 建設産業
への理解
や関心の
向上

女性の活躍の
促進

拡
充
現場等で活躍している女
性技術者等の広報

継
続

女子学生が女性技術者と
現場交流や出前授業の継
続的取り組み

継
続
女性向けの総合ポータル
サイトを創設

新
規

両立支援助成金、中小企
業のための女性活躍推進
事業等の活用による取組
促進

継
続
県HP「かがわ女性の輝き
応援団」による取組み事
例等の情報発信

継
続
学生等を対象とした県の
女性土木職員による意見
交換会等の検討

継
続
建設マスターの女性推薦
枠を活用した女性熟練技
能者の顕彰

継
続
若年・女性優良建設技術
者表彰の実施

新
規
女性が活躍する職場に関
する情報発信（再掲）

（４） 将来を
見通す
ことが
できる
環境整
備

短期・中長期
の公共事業見
通しの確保

継
続
地震・津波に対する海岸
堤防等や老朽化施設等、
社会資本整備促進の要望

継
続
地域の実情等に応じた発
注見通しの統合・公表の
実施

継
続
国や市町と連携した発注
見通しの公表

継
続
社会資本総合整備計画の
公表

継
続
国土強靱化地域計画、長
寿命化計画、四国圏広域
地方計画等の策定及び着
実な実施

公共事業の安
定的・継続的
確保

継
続
発注の平準化及び施工の
平準化の要望

継
続
債務負担行為の一層の活
用

継
続
債務負担行為や繰越制度
等の活用による発注や施
工時期の平準化

継
続
長期的、安定的な工事量
確保の要望

継
続
公共事業予算の安定的・
持続的な確保

継
続
県予算における公共事業
予算の安定的・継続的確
保

継
続
地元建設企業の受注機会
の確保の要望

継
続
適正な利潤の確保を可能
とする積算基準の見直し

継
続
公共事業費の安定的・継
続的確保のための国への
要望

担い手確保の
促進に向けた
入札・契約制
度の改善

継
続
若年技術者等の活躍ので
きる環境づくりへの要望

継
続
地域要件の適切な設定 継

続
担い手確保の促進を図る
入札・契約制度の改善

継
続
若手技術者・技能労働者
の育成及び確保の状況を
経営事項審査評価へ反映

継
続
総合評価方式（企業評価
型）における「若年・女
性技術者育成型」での評
価（再掲）

継
続
地域要件の適切な設定

若
手
等
の
人
材
確
保
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建設業協会
建設産業専門団体
四国地区連合会

香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

（４） 将来を
見通す
ことが
できる
環境整

＜新規対策＞
生産性の向上

新
規
i-Construction及びBIM、
CIMに係る情報提供

新
規
ＶＲ、ＢＩＭ等の最新技
術を習得

新
規
i-Constructionの推進 新

規
ICT活用工事の試行（再
掲）

新
規
小規模工事においてもＩ
ＣＴを活用できる積算基
準見直しの要望

新
規
工事現場の技術者に関す
る規制を合理化

新
規
ICT活用工事の普及に向
けた支援（再掲）

若
手
等
の
人
材
確
保
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建設業協会
建設産業専門団体四国地

区連合会
香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

(１) 職業訓
練の
充実・
活用の
促進

教育・訓練機
関の見直し

継
続
ニーズ調査の実施による
ニーズの把握と教育内容
の改善

継
続
富士教育訓練センター
等、地域の核となる教育
訓練機関の連携強化

継
続
高等技術学校施設内訓練
の必要に応じたカリキュ
ラムの見直し

建設産業と他
機関との連携
強化

継
続
県立高等技術学校での躯
体業者による出前講座

継
続
学生と若年技術者を対象
とした合同セミナー等、
各種セミナーの実施

継
続
求人企業や能力開発セミ
ナー受講企業との連携の
強化

拡
充
職業訓練から就職支援ま
でをパッケージとして実
施する「建設労働者育成
支援事業」の実施

継
続
「県立高等技術学校運営
協議会」への建設産業団
体代表の参加による訓練
内容等の充実

継
続
職業訓練機関で行う施設
訓練の受講を支援

継
続
訓練機関との連携による
研修の実施に向けた検討

個別企業の枠
を超えた共同
訓練の実施

継
続
建設業者による共同での
職人育成活動への支援

新
規
社会基盤メンテナンス教
育センター(iMec香川)を
高専内に設立。橋梁の維
持管理に関する社会人向
けの講習会の開催
「橋梁点検技術者」など
の資格取得支援

継
続
建設業者が共同で行う職
業訓練の実施

継
続
建設業関連の共同で行わ
れる認定職業訓練に係る
運営費等の助成

継
続
建設業者が公共職業訓練
施設を活用して共同で行
う職業訓練を支援

新
規
2022年度より実施予定。
iMec香川での建設業者と
の職業訓練の実施（橋梁
点検実習等の開催）

継
続
事業主団体に対する人材
育成に関する相談・支援
の実施（人材育成研究
会）

(２) 社内教
育の促
進

安全教育への
支援

継
続
安全教育受講や足場組み
立て等の資格取得に対す
る助成制度の周知

継
続
現場の安全管理の徹底の
ための社内教育（送り出
し教育）の実施

継
続
事業内援助訓練等におけ
る安全教育を含んだ技術
指導の実施

継
続
安全教育等の講習会受講
費用に対する助成

OJTへの支援 継
続
ＯＪＴカリキュラム整備
の支援

継
続
職業能力開発体系による
人材育成プランの作成
や、人材育成の相談・支
援の実施

継
続
「人材開発支援助成金」
等のＯＪＴ支援の助成制
度の実施

継
続
職場内研修の実施を支援

継
続
「職長講習会」の開催

新規採用者等
への職業教育
の支援

拡
充
三田建設技能研修セン
ターの活用

継
続
富士教育訓練センターの
積極的な活用

継
続
新技術、基本試験等、卒
業生のセミナー受講機会
の設置の検討

継
続
新規学卒者の職場定着を
サポートするための訪
問・相談等の実施

継
続
新規採用者等を対象とし
たセミナー等の実施

継
続
「フレッシュマン合宿」
の開催

若
手
等
の
人
材
育
成

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

18



建設業協会
建設産業専門団体四国地

区連合会
香川高等専門学校 四国能力開発大学校 香川県教育委員会 四国地方整備局 香川労働局 香川県商工労働部 香川県土木部

Ⅶ 各機関における具体的な取組み
具体的な取組み

表中の新規は新規の取組み、拡充は従来の取組みの拡充、継続は取組みの継続を表します。

(３) 資格取
得等
キャリ
ア形成

資格取得への
支援

継
続
資格取得講習会の開催 継

続
資格取得に対する助成制
度の周知、各専門工事業
団体主催の勉強会の実施

継
続
各種資格取得セミナーの
開催や講師の派遣

継
続
電気工事士の受験対策セ
ミナーの実施

継
続
技術検定試験の実務経験
要件の緩和等の実施

継
続
資格取得に対する助成制
度の実施

拡
充
施工管理技士資格等の取
得を支援

技術者等への
顕彰の実施

継
続
若年優良建設従事者表彰
の実施

継
続
若年技能者の新たな顕彰
制度として「ジュニアマ
スター」の実施

継
続
若年・女性優良建設技術
者表彰の実施

＜新規対策＞
建設技能労働
者のキャリア
アップ

新
規
建設キャリアアップシス
テムに係る情報提供

新
規
建設キャリアアップシス
テムの普及・活用

新
規
建設キャリアアップシス
テムの利用促進

若
手
等
の
人
材
育
成
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小中学生

高校生

職長 等

人材の育成 定着人材の確保

一般技能工 等入 職

スキルアップ

スキルアップ

Ⅷ 人材の確保・育成・定着の各段階における取組み

イメージアップの推進

建設現場を体験する機会等の拡充

教育機関による情報発信 など

○建設産業への理解や関心の向上

○建設労働者の処遇改善
○建設労働者の労働環境の整備
○将来を見通すことができる環境整備

○職業訓練の充実・活用の促進
○社内教育の促進
○資格取得等キャリア形成の促進

公共事業の安定的・継続的確保

現場の安全管理の推進（感染症対策含む）

適正な賃金水準の確保

人材育成の見える化

教育・訓練機関の見直し

建設技能労働者のキャリアアップ など

資格取得への支援

職業理念の教育

現場体験・インターンシップ

ものづくりに接する機会の確保・建設業への
興味・関心の醸成

職業訓練 資格取得 処遇への反映

生産性の向上 など

働き方改革の推進

多様な人材の確保
年齢にこだわらない人材 など

c20-2961
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